
各課からのお知らせ

8平成２３年６月２０日号

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
は
、
月

２３

額
１
５
、
０
２
０
円
で
す
。

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
を
免
除
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
制
度
を
利
用
す
る
と
、
保

険
料
を
納
め
な
く
て
も
、
免
除
さ

れ
た
期
間
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。

●
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年

金
の
受
給
資
格
期
間
の　

年
に

２５

算
入
さ
れ
ま
す
。

●
老
齢
基
礎
年
金
の
２
分
の
１
の

年
金
額
が
保
障
さ
れ
ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま

す
。

　

保
険
料
免
除
制
度
に
は
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
、
申
請
が
必
要

で
す
。

①
免
除
申
請

　

保
険
料
の
納
付
が
全
額
免
除
、

又
は
半
額
免
除
な
ど
の
一
部
免
除

（
一
部
納
付
）
と
な
り
ま
す
。

◆
対
象
者　

本
人
、
配
偶
者
及
び

世
帯
主
の
前
年
度
所
得
が
一
定
額

以
下
の
方
。

※
一
部
免
除
さ
れ
た
方
が
、
一
部

納
付
額
を
未
納
さ
れ
る
と
、
一
部

免
除
も
無
効
に
な
り
、
全
額
未
納

と
な
り
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

保
険
料
の
納
付
期
間
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

◆
対
象
者　
　

歳
未
満
の
方
で
、

３０

本
人
及
び
配
偶
者
の
前
年
度
所
得

が
一
定
額
以
下
の
方
。

※
平
成　

年
度
分
（
平
成　

年
７

２３

２３

月
分
～
平
成　

年
６
月
分
）
の
①

２４

及
び
②
の
申
請
に
つ
い
て
は
７
月

１
日
以
降
受
付
け
を
始
め
ま
す
。

③
学
生
納
付
特
例
申
請

　

保
険
料
の
納
付
期
間
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

◆
対
象
者　

学
生
の
方
で
、
本
人

の
前
年
度
所
得
が
一
定
額
以
下
の

方
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
認
め
印

・
学
生
証
の
写
し
又
は
在
学
証
明

書
④
退
職（
失
業
）時
の
特
例
免
除
制
度

　

免
除
申
請
す
る
年
度
又
は
そ
の

前
年
度
に
退
職
（
失
業
）
し
た
方

は
、
特
例
免
除
制
度
を
利
用
で
き

ま
す
。
こ
の
特
例
免
除
で
は
、
通

常
は
審
査
の
対
象
と
な
る
ご
本
人

の
所
得
状
況
を
除
外
し
て
審
査
が

行
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
配
偶
者

及
び
世
帯
主
に
一
定
額
以
上
の
所

得
が
あ
る
と
き
は
免
除
が
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
退
職
に
は
自
己
都
合
退
職
も
含

ま
れ
ま
す
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
認
め
印

・
離
職
票
又
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
な
ど
、
失
業
し
て
い
る

こ
と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関

の
証
明
書

被
扶
養
配
偶
者
の
方

　

厚
生
年
金
加
入
者
の　

歳
以
上

２０

　

歳
未
満
の
被
扶
養
配
偶
者
の
方

６０は
、
配
偶
者
の
退
職
（
失
業
）
に

よ
っ
て
、
国
民
年
金
の
種
別
が
第

３
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保

険
者
に
変
わ
り
、
保
険
料
の
納
付

義
務
が
生
じ
ま
す
。

　

こ
の
被
扶
養
配
偶
者
だ
っ
た
方

も
、
配
偶
者
の
方
が
退
職
（
失
業
）

時
の
特
例
免
除
に
該
当
す
れ
ば
、

免
除
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

【
免
除
申
請
の
手
続
き
場
所
】

　

・
各
庁
舎
総
合
窓
口

　

・
国
保
年
金
課
（
小
城
庁
舎
）

有
料
広
告

国民年金保険料免除制
度をご活用ください
【問合せ】
　国保年金課　国保年金係（小城庁舎）
　担当　嘉村・古川　☎７３―８８０２
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東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被

害
を
受
け
ら
れ
た
方
へ　

〈
税
金
関
係
の
お
知
ら
せ
〉

　

大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
ら

れ
た
方
は
、
所
得
税
の
軽
減
・
免

除
が
受
け
ら
れ
、
税
務
署
で
手
続

を
行
う
こ
と
で
、
所
得
税
が
還
付

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
、
源
泉
所
得
税
の
徴
収

猶
予
や
還
付
、
廃
車
と
な
っ
た
自

動
車
の
自
動
車
重
量
税
の
還
付
な

ど
の
特
例
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
佐
賀
税
務
署
に
お

問
合
せ
い
た
だ
く
か
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
Ｈ
Ｐ http://w

w
w
.nta.go.jp

        
 
 
           /  
）

　

ま
た
、
地
方
税
に
つ
い
て
も
、

住
民
税
、
固
定
資
産
税
、
自
動
車

税
等
の
特
例
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】

・
佐
賀
税
務
署

　

☎　

−

７
５
１
１

３２

・
佐
賀
県
税
事
務
所

　

☎　

−

３
１
６
１

３０

・
小
城
市
役
所　

税
務
課

　
（
小
城
庁
舎
）

　

担
当　

副
島
・
遠
江　

　

☎　

−

８
８
０
１

７３

無
料
歯
周
疾
患
検
診
の 

お
知
ら
せ　
　
　
　
　

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
の
日
曜

日
の
総
合
健
診
に
あ
わ
せ
、
歯
周

疾
患
検
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

普
段
、
お
仕
事
で
歯
の
検
診
を
受

け
ら
れ
て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ
受

け
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

入
れ
歯
で
な
く
、
で
き
る
だ
け

自
分
の
歯
で
お
い
し
く
食
べ
ら
れ

る
よ
う
に
、
早
め
の
歯
周
病
予
防

が
大
切
で
す
。

◆
対
象　
　

歳
以
上
の
方

４０

　
（
平
成　

年
３
月　

日
時
点
）

２４

３１

※
治
療
中
の
方
は
除
き
ま
す
。

◆
内
容　

歯
科
医
師
に
よ
る
歯
科

検
診
と
、
歯
科
衛
生
士
に
よ
る
歯

磨
き
指
導

◆
日
時
・
場
所

　

７
月　

日
（
日
）「
ひ
ま
わ
り
」

１０

　

７
月　

日
（
日
）「
ゆ
め
り
あ
」

３１

◆
受
付　

８
時　

分
～　

時　

分

３０

１０

３０

◆
定
員　

１
日　

人
３０

◆
料
金　

無
料

◆
申
込
方
法　

電
話
予
約

【
問
合
せ
】
健
康
増
進
課

　

保
健
予
防
係
（
三
日
月
庁
舎
）

　

担
当　

松
尾
・
吉
次　

　

☎　

−

８
８
２
２

７３
７
月
は　
　
　
　
　
　
 

供
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
僑
の
強
化
月
間
で
す

　

犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安

心
な
地
域
社
会
の
実
現
は
、
全
て

の
国
民
の
願
い
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
成
長
過
程
で

つ
ま
づ
い
て
し
ま
っ
た
青
少
年
を

地
域
が
温
か
く
見
守
り
、
成
長
し

て
い
く
と
と
も
に
、
社
会
復
帰
に

様
々
な
困
難
を
抱
え
る
者
の
生
活

基
盤
を
地
域
の
中
に
確
保
す
る
こ

と
が
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

　
供
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
僑は
、

犯
罪
や
非
行
を
抑
止
す
る
地
域
の

力
を
育
て
、
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
を
進
め

る
活
動
で
す
。
期
間
中
に
は
、
作

文
コ
ン
ク
ー
ル
や
サ
ガ
ン
鳥
栖
の

協
力
に
よ
る
サ
ッ
カ
ー
教
室
な
ど

関
係
機
関
・
団
体
と
連
携
し
た
運

動
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

　

市
内
で
も
、
保
護
司
会
を
は
じ

め
と
し
た
推
進
委
員
会
に
よ
る
Ｐ

Ｒ
活
動
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】

・
佐
賀
保
護
観
察
所

　

☎　

−

４
２
９
１

２４

・
小
城
・
多
久
地
区
更
生
保
護

　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
（
三
日
月
庁
舎
３
階
）

　

☎　

−

７
９
１
５

７２
春
の
一
斉
清
掃　
　
　
 

　
　

お
疲
れ
様
で
し
た

　

県
下
一
斉
美
化
活
動
の
一
環
と

し
て
実
施
し
て
い
る
、
春
の
一
斉

清
掃
は
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
無

事
終
了
し
ま
し
た
。

　

４
月　

日
（
日
）
を
基
準
と
し
、

１７

実
施
さ
れ
た
今
年
の
春
の
一
斉
清

掃
は
、
市
内
全
域
で
約
９
、
０
０

０
人
の
方
が
清
掃
活
動
に
参
加
さ

れ
、
地
区
内
の
環
境
保
全
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
も

「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち

で
き
れ
い
に
し
ま
し
ょ
う
」
を
合

言
葉
に
、
積
極
的
な
環
境
保
全
活

動
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
環
境
課　

環
境
係

　
（
小
城
庁
舎
）

　

担
当　

山
口
・
福
元

　

☎　

−

８
８
０
３

７３
有
料
広
告

090ｰ4355ｰ9176：北川

無料体験実施中！！
土曜日の｢ゆめりあ｣
午後６時～
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